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電子契約による契約手続き等の変更点
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電子契約の場合 紙面による契約の場合

手
続
き
書
類

提
出
方
法

メール （押印不要）

契
約
書
の
作
成

GMOサイン上

電子署名、ダウンロード

役場来庁

受け取り、製本、押印、提出

印
紙

不要 必要



提出書類と提出方法（工事・工事系コンサル）
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一般競争入札の場合

① 落札候補者となった時 ② 落札決定後 ③ 契約締結後

提
出
書
類

・競争入札参加資格確認等説明資料

・実績調書

・電子契約利用申出書

・配置予定技術者調書

・現場代理人兼務届

・その他必要な書類

など

・建設リサイクル法関係書類

・工事現場代理人及び主任技術者届・工程表

提
出
方
法

メール （押印不要）

備
考

電子契約としない場合は、電子契約

利用申出書の「□承諾しない」に✓

してご提出ください。

建設リサイクル法関係書類の

説明書（別紙1 ）の日付は、

落札決定日（契約日）を記入

公共工事前払金申請書の添付書類

保証証書について、電子保証書による提出が

可能といたします。

※申請する場合

・公共工事前払金申請書

・公共工事前払金請求書

※紙による契約とする場合も、提出書類・提出方法は同一になります。



提出書類と提出方法（委託・物品）
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一般競争入札の場合 指名競争入札の場合

時 落札候補者となった時 落札者となった時

提
出
書
類

・競争入札参加資格確認等説明資料

・実績調書

・電子契約利用申出書

・その他必要な書類

など

・電子契約利用申出書

・その他必要な書類

など

提
出
方
法

メール （押印不要）

備
考

電子契約としない場合は、電子契約利用申出書の「□電子契約を承諾しません」に✓してご提出ください。

一般競争入札と指名競争入札で書類提出のタイミングが異なります。

※紙による契約とする場合も、提出書類・提出方法は同一になります。



契約締結の流れ（一般競争入札の場合）
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事
業
者
側

①事後審査書類

提出

①事後審査書類

審査

寒
川
町
側

②電子入札システム

落札決定通知受領

②GMOサインか

ら契約書送信

③GMOサインに

アクセス・署名処理

③GMOサインにアクセス

署名処理・契約書完成

④GMOサインにアクセス

契約書ダウンロード

書類提出
メール

落札決定
入札システム GMOサイン

自動送信
GMOサイン

自動送信
GMOサイン

落札候補者 落札者

書類提出
メール

※工事契約場合

建設リサイクル法書類提出

書類提出
メール

※工事契約場合

前金払申請等



①提出書類

確認

契約締結の流れ（指名競争入札の場合）
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事
業
者
側

①必要書類の提出

電子利用申出書・その他必要書類など

寒
川
町
側

②GMOサインか

ら契約書送信

③GMOサインに

アクセス・署名処理

③GMOサインにアクセス

署名処理・契約書完成

④GMOサインにアクセス

契約書ダウンロード

書類提出
メール GMOサイン

自動送信
GMOサイン

自動送信
GMOサイン

落札者

書類提出
メール

※工事契約場合

前金払申請等



電子契約利用申出書の提出ついて
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・契約案件ごとに提出してください。

・申出書の申請者名は、契約書に記載される氏名となります。

電子署名の電子署名者名としても表示されます。

（電子入札システムに登録している商号・氏名を記入）

・アクセスコード欄には、任意の数字をご記入ください。

・書面による契約書を希望される場合は、

「□電子契約を承諾しません」に✓してください。

・財政課契約検査担当以外の課が直接契約する案件について

は、当該案件の発注課に直接ご提出ください。



各種様式の押印廃止
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令和7年10月1日以降、各種書類の押印を廃止します。

・配置予定技術者調書

・現場代理人兼務届

・建設リサイクル法関係 説明書など

・工事現場代理人及び主任技術者届・工程表

・委託着手届及び工程表

・公共工事前払金申請書

・公共工事前払金請求書 ※

など



公共工事前払金請求書の押印省略について
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【本件責任者及び担当者】を記載することで、

押印の省略が可能

本件責任者及び担当者は当該請求書における

責任者等でよい。

※代表取締役でなくてよい。



公共工事前払金申請時の前払金保証証書について
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前払金保証証書について、電子保証による提出が可能となり

ます。

【提出方法】

東日本建設業保証のサイトからダウンロードした「電子保証

にかかる「認証キー」のお知らせ」（PDF）とその他の必要

書類（前払金申請書等）と合わせて、電子メールでご提出く

ださい。

東日本建設業保証(株)特設サイト



工事現場代理人兼務届の手続き方法の変更
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変更点

・様式変更（項目追加）

①既契約工事と新契約工事の契約金額の追加

②既契約工事と新契約工事の連絡員の追加

・提出先が財政課契約検査担当に変更

・連絡員届の廃止

・押印廃止（メール提出）

①

①

② ②

② ②



工事現場代理人兼務届の手続きの流れ

21

受
注
者

一般競争入札の場合

【落札候補者となった時】

①「現場代理人兼務届」の提出

・落札候補者のその他の提出書類と一緒に財政課へ提出（押印不要・メール提出） 町
（
財
政
課

契
約
検
査
担
当
）

②「現場代理人兼務届」の内容確認

・内容を確認し、承認の判断。

・承認された場合は、落札決定通知の送付

【契約締結後】

③「現場代理人及び主任技術者設置届の提出」の提出

・財政課契約検査担当へ提出


